
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高

騰に対する特別加算
球磨村くらし応援商品券・燃

料券事業

①食料品やガソリン等の燃料といった物価高騰の影響を受けた村民に
対し、球磨村で使える商品券及び燃料券を配布する。また、村内の事
業所で利用できるため、物価高騰の影響を受ける事業者への支援にも
つなげることができる。
②商品券の換金費用等
③合計32,961,000円
 　対象人口：2,554人(R7.11月末現在人口)≒2,550人
　 補助金：12,000円/人×2,550人＝30,600,000円（商品券）
　 事務費：2,361,000円

R8.2 R8.4以降

2
③消費下支え等を通
じた生活者支援

ＬＰガス価格高騰対応生活者
支援事業【第３弾】

①エネルギー価格高騰の影響を受けた生活者に対し、追加で支援を
行う。
②補助金、事務費（熊本県ＬＰガス協会）
③合計5,375,000円
　 補助金：1世帯当たり5,000円×860世帯＝4,300,000円
　 事務費：1.075,000円
　その他内訳：県補助金2,687,000円、一般財源953,000円
④村内でＬＰガスと契約している全世帯

R7.7 R8.3

3
③消費下支え等を通
じた生活者支援

ＬＰガス価格高騰対応生活者
支援事業【第４弾】

①エネルギー価格高騰の影響を受けた生活者に対し、プッシュ方式に
よる追加支援を行う。
②補助金、事務費（熊本県ＬＰガス協会）
③合計1,978,000円
　 補助金：1世帯当たり2,000円×860世帯＝1,720,000円
　 事務費：1世帯当たり　300円×860世帯＝258,000円
その他内訳：県補助金989,000円、297,000円
④村内でＬＰガスと契約している全世帯

R7.7 R8.3

4
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

移動販売支援事業

①移動販売事業者のエネルギー価格等の高騰に伴う燃料費の負担軽
減をするとともに、食料品及び日用雑貨等買い物が困難な生活者への
持続的な買い物支援を行う。
②補助金
③移動販売事業者　450,000円（1事業者上限150,000円×3事業者）
その他内訳：一般財源135,000円
④村内で移動販売支援を定期的に行う事業者（3事業者）

R7.7 R8.4以降

5
④省エネ家電等への
買い換え促進による
生活者支援

省エネ家電買換促進事業

①家庭におけるエネルギー価格の高騰に伴う電気料金の負担を軽減
するとともに、地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量
の削減を図る。
②補助金
③補助金1,000,000円（1世帯上限50,000円×20世帯）購入額に対し、
1/2補助
その他内訳：一般財源300,000円
④村内に住所を有している世帯かつ、居住の実態がある世帯（1世帯1
台限り）

R7.7 R8.3
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6
⑩地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

くま川鉄道支援事業

①エネルギー・食料品等の価格高騰による影響を受けながらも、住民
生活や経済生活を支えている地域交通事業者に対し、事業者支援金
を給付し、安定的な事業ができるよう支援を行う。
②補助金
③球磨郡市町村の沿線自治体による支援割合の算出（球磨村：94,000
円）
その他内訳：一般財源4,000円
④くま川鉄道株式会社

R8.2 R8.4以降

7
⑩地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

観光需要促進支援事業

①物価高騰の影響を受けた村内の観光施設に対して、観光需要促進
につながる事業に係る経費の一部を補助金として交付する。
②補助金
③合計5,000,000円
　補助金：1件当たり上限1,000,000円×5事業者=5,000,000円
　補助率：経費の4分の3以内。千円未満切り捨て
　その他内訳：一般財源1,000,000円
④村内観光事業所

R8.2 R8.4以降

8
⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

商工業者設備投資促進支援
事業

①物価高騰や人員不足等の影響を受ける事業者を支援するため、ＤＸ
や省エネ対策に係る設備投資を促進するための事業費に一部補助を
行うことで、地域経済の活性化を図る。
②補助金
③合計10,000,000円
　補助金：1件当たり上限2,000,000円×5事業者=10,000,000円
　補助率：経費の4分の3以内。千円未満切り捨て
　その他財源内訳：一般財源2,000,000円
④村内商工業者（球磨村商工会員に限る。）

R8.2 R8.4以降

9
⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

重油価格高騰対策支援事業

①ガソリンや軽油は暫定税率の廃止など一定の値下がりが期待でい
るが、A重油については高騰が続いていることから、A重油を使用する
事業者に対し、補助を行う。
②補助金
③合計6,000,000円
補助金：対象期間に購入したA重油料200,000ℓ（積算見込）×30円（補
助単価）＝6,000千円
その他財源内訳：一般財源1,200,000円
④重油を使用する村内事業者

R8.2 R8.4以降

10
⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

球磨焼酎支援事業

①焼酎の原料米の高騰の影響を受けている蔵元に対し、米の仕入れ
に係る費用の一部補助を行うことで、球磨焼酎の活性化を図る。
②補助金
補助金：3,000円/30ｋｇ　10,000kg×100円/1ｋｇ≒1,000,000円
③合計1,000,000円
その他財源内訳：一般財源200,000円
④村内の焼酎蔵元

R8.2 R8.4以降
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11
④消費下支え等を通
じた生活者支援

住宅リフォーム助成事業

①住宅建材・資材の物価高騰により住宅リフォームを控えている住民
に対し、リフォームに係る費用の一部補助を行うことで、リフォーム促進
を促し、ひいては村内業者への賃上環境整備を図る。
②補助金
③合計2,100,000円
補助金：１件当たり上限　300,000円×7件=2,100,000円
補助率：リフォーム代の5分の1以内。千円未満切り捨て
その他財源内訳：一般財源420,000円
④村民

R8.2 R8.4以降

12
⑤省エネ家電等への
買い換え促進による
生活者支援

ＬＥＤ照明導入支援事業

①防災拠点であり地域コミュニティーの核である指定避難所等の電力
使用量の削減及び温室ガス効果排出抑制を図るとともに、エネルギー
費用負担の軽減を図る
②補助金
③積算根拠　上限額200,000円×40か所＝8,000,000円
その他財源内訳：一般財源1,600,000円
④指定避難所等公民館、自主防災組織拠点施設公民館、一時的避難
施設応援協定施設

R8.2 R8.4以降

13
④消費下支え等を通
じた生活者支援

ＬＰガス価格高騰対応生活者
支援事業【第５弾】

①物価高騰の影響により経済的負担を受けている「ＬＰガス利用世帯」
の負担軽減を図るため、県LPガス協会を通じて、当該価格高騰分の一
部を補助するもの。
②補助金、事務費(熊本県LPガス協会)
③現金給付　　860世帯×3,000円＝2,580,000円
　　事務費 　 860世帯×1,000円＝860,000円
　　　合計    3,440,000円
 
 　その他内訳：県補助金1,720,000円

・世帯数(860世帯)については令和5年度LPガス消費世帯数調査結果
(熊本県)より
　※LPガス消費世帯数調査は5年に1度行われ、令和5年度の結果が
最新となっている
・単価3,000円については109.9円(1㎥あたり上昇額)×「9.1㎥/月(一般
消費世帯の平均消費量/月)」×「3月(対象期間)」≒3,000円
④村内のLPガス利用世帯

R8.2 R8.4以降

14
⑧農林水産業におけ
る物価高騰対策支
援

農業者物価高騰対策支援事
業

①物価高騰の影響を受けている農業者等の負担軽減を図るため基準
額以上の農業関係経費の支出があった農業経営体に応じて経費の
1/2を補助する
②補助金
③積算
個人農家:10万円以上支出している場合下限5万円から上限10万円
認定農業者:30万円以上支出している場合上限30万円
農業法人:100万円以上支出している場合上限100万円

個人農家:100,000円×90世帯＝9,000,000円
認定農業者:300,000円×21人＝6,300,000円
農業法人:1,000,000円×3法人＝3,000,000円
合計18,300千円
その他財源内訳：一般財源3,660,000円
④村内の個人農家、認定農業者、農業法人

R8.2 R8.4以降

15
⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

商工業者物価高騰対策支援
事業

①物価高騰の影響を受けている商工業者の負担軽減を図るため、基
準額以上の商工業関係経費の支出があった場合経費の1/2を補助す
る。
②補助金
③10万円以上支出している場合下限5万円から上限10万円
100,000円×45事業者＝4,500,000円
その他財源内訳：一般財源900,000円
④村内商工業者（球磨村商工会員に限る。）

R8.2 R8.4以降


